
反社会的勢力による被害の防止に関する基本方針 

株式会社 Custodiem 

当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人、い

わゆる反社会的勢力に対する基本方針を以下の通り定め、業務の適切性および健全性の確

保に努めます。  

1. 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては組織全体で対応し、毅然とし

た態度で関係を遮断します。また、反社会的勢力に対応する従業員の安全を確保しま

す。

2. 反社会的勢力からの不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的措置を講じる等、

断固たる態度で対応します。また、反社会的勢力に対する裏取引、不適切な便宜提供お

よび資金提供は行いません。

3. 反社会的勢力との関係遮断および不当要求の排除等に当たっては、警察、公益財団法人

暴力団追放運動推進都民センター、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会、

所属する認定金融商品取引業協会、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携強化を図りま

す。

以 上


